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【手続補正書】
【提出日】平成30年1月23日(2018.1.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の通信チャネルを有するモバイル通信デバイスであって、ディスプレイ、プロセッ
サ、およびコードを含み、前記コードが、前記プロセッサに、
　前記ディスプレイにユーザ・インタフェースを表示するステップであって、前記ユーザ
・インタフェースが、前記モバイル通信デバイスによってサポートされる通信チャネルの
ための対話領域を含む、ステップと、
　既知のエンティティへのまたは既知のエンティティからの通信の指標を前記ユーザ・イ
ンタフェースに表示するステップと、
　前記既知のエンティティと関連付けられる少なくとも１つのリマインダを前記既知のエ
ンティティが有するかについて判定するステップであって、リマインダが存在して、前記
既知のエンティティへのまたは前記既知のエンティティからの通信よりも前にメモリに格
納される、ステップと、
　前記既知のエンティティに関連付けられる少なくとも１つのリマインダを前記既知のエ
ンティティが有するかに応答して、リマインダ・データを含むリマインダ通知を、前記既
知のエンティティへのまたは前記既知のエンティティからの前記通信の指標と共に、前記
ユーザ・インタフェースに表示するステップと、
を実行させるように指示する、モバイル通信デバイス。
【請求項２】
　前記リマインダ・データが前記モバイル・デバイスの他のアプリケーションによって提
供されるデータへのリンクを含む、請求項１記載のモバイル通信デバイス。
【請求項３】
　請求項２記載のモバイル通信デバイスにおいて、前記リンクが、前記リマインダ通知の
リンクの選択に応じて前記ディスプレイに表示される、ネットワークを通じてアクセス可
能な情報へのリンクを含む、モバイル通信デバイス。
【請求項４】
　請求項１記載のモバイル通信デバイスにおいて、前記通信チャネルがメッセージング・
チャネルを含み、前記メッセージング・チャネル内のメッセージがメッセージ・インタフ
ェース内においてレンダリングされ、
　前記表示するステップは、メッセージが前記既知のエンティティから受信され、且つ、
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前記メッセージング・インタフェースが表示されたときに、前記リマインダ通知を表示す
ることを含む、モバイル通信デバイス。
【請求項５】
　請求項４記載のモバイル通信デバイスにおいて、前記通信チャネルがショート・メッセ
ージ・サービス（ＳＭＳ）チャネルを含み、前記プロセッサが該ＳＭＳチャネルをポーリ
ングし、
　前記表示するステップは、前記ポーリングした通信が前記既知のエンティティによって
発生するのに応答して、前記リマインダ通知を表示することを含む、モバイル通信デバイ
ス。
【請求項６】
　請求項１記載のモバイル通信デバイスにおいて、前記通信チャネルが通話チャネルであ
り、表示領域に提供される前記通知は、前記ユーザによって、通話呼に割り込むことなく
、前記通話呼および前記通知と対話するのを可能にする、モバイル通信デバイス。
【請求項７】
　前記通知が、前記通話インタフェースを表示するユーザ選択に応答して提供される、請
求項６記載のモバイル通信デバイス。
【請求項８】
　請求項４記載のモバイル通信デバイスにおいて、前記メッセージング・チャネルが電子
メール・チャネルを含み、前記プロセッサが電子メール・チャネルをポーリングし、
　前記表示するステップは、前記ポーリングに応答して電子メール・メッセージのリマイ
ンダ・データを含む通知を表示することを含む、モバイル通信デバイス。
【請求項９】
　請求項１記載のモバイル通信デバイスにおいて、前記既知のエンティティが、１つ以上
の既知の個体のグループを含み、各個体がコンタクト記録によって特定され、前記グルー
プがグループ・コンタクト記録によって特定される、モバイル通信デバイス。
【請求項１０】
　複数の通信チャネルをサポートするモバイル通信デバイスで実行されるコンピュータ実
装方法であって、
　通信チャネル上で通信イベントが受信されているかについて判定するために、前記通信
チャネルのサブセットを少なくともポーリングするステップと、
　前記通信デバイスによってサポートされる通信チャネルを介して既知のエンティティか
らの通信を行うステップであって、前記エンティティに関連付けられるリマインダ・デー
タを前記エンティティが有する、ステップと、
　前記通信チャネルのサブセットでの通信に応じて、前記ポーリングに応答した通信イベ
ントを決定するステップと、
　前記通信からのデータをユーザ・インタフェースに表示するステップと、
　前記既知のエンティティに関連付けられ、前記通信よりも前に格納されるリマインダ通
知を表示するステップであって、前記リマインダ通知が、前記通信からの前記データと共
に、前記ユーザ・インタフェースにおける前記リマインダ・データの少なくとも一部を含
み、前記インタフェースが、前記通信と、前記リマインダ・データの前記少なくとも一部
と、を示す、ステップと、
を含む、コンピュータ実装方法。
【請求項１１】
　請求項１０記載のコンピュータ実装方法において、前記サブセットにおける前記複数の
通信チャネルの内１つが通話チャネルを含み、前記通信が通話呼であり、前記リマインダ
通知が前記通話インタフェースを表示する選択に応答して提供される、コンピュータ実装
方法。
【請求項１２】
　前記リマインダ・データがモバイル・デバイスの他のアプリケーションによって提供さ
れるデータへのリンクを含む、請求項１１記載のコンピュータ実装方法。
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【請求項１３】
　請求項１１記載のコンピュータ実装方法において、前記通信チャネルのサブセットがメ
ッセージング・チャネルを含み、
　前記表示するステップが、前記ポーリングするステップに応答して、リマインダ・デー
タを含むリマインダ通知を表示することを含む、コンピュータ実装方法。
【請求項１４】
　前記リマインダ通知によって、前記メッセージへのアクセスを許可する、メッセージン
グ・インタフェース内のリマインダ・データが提供される、請求項１３記載のコンピュー
タ実装方法。
【請求項１５】
　複数の通信チャネルを有するモバイル通信デバイスであって、ディスプレイ、プロセッ
サ、およびコードを含み、前記コードが、前記プロセッサに、
　前記ディスプレイにユーザ・インタフェースを表示するステップであって、前記ユーザ
・インタフェースが、前記モバイル通信デバイスによってサポートされる通信チャネルの
ための対話領域を含む、ステップと、
　既知のエンティティへのまたは既知のエンティティからの通信の指標を前記ユーザ・イ
ンタフェースに表示するステップと、
　前記既知のエンティティと関連付けられる少なくとも１つのリマインダを前記既知のエ
ンティティが有するかについて判定するステップと、
　前記通信の指標と、前記既知のエンティティに関連付けられる少なくとも１つのリマイ
ンダを前記既知のエンティティが有するかと、に応答して、リマインダ・データを含むリ
マインダ通知を、前記既知のエンティティへのまたは前記既知のエンティティからの前記
通信の指標と共に前記ユーザ・インタフェースに表示するステップと、
を実行させるように指示する、モバイル通信デバイス。
【請求項１６】
　請求項１５記載のモバイル通信デバイスにおいて、前記通信チャネルがメッセージング
・チャネルを含み、前記メッセージング・チャネル内のメッセージがメッセージ・インタ
フェース内においてレンダリングされ、
　前記表示するステップは、メッセージが前記既知のエンティティから受信され、且つ、
前記メッセージング・インタフェースが表示されたときに、前記リマインダ通知を表示す
ることを含む、モバイル通信デバイス。
【請求項１７】
　請求項１５記載のモバイル通信デバイスにおいて、前記通信チャネルが通話チャネルで
あり、表示領域に提供される前記リマインダ通知は、前記ユーザによって、通話呼に割り
込むことなく、前記通話呼および前記通知と対話するのを可能にする、モバイル通信デバ
イス。
【請求項１８】
　請求項１５記載のモバイル通信デバイスにおいて、前記メッセージング・チャネルが電
子メール・チャネルであり、表示領域に提供される前記リマインダ通知が電子メールの受
信に応じたものである、モバイル通信デバイス。
【請求項１９】
　請求項１記載のモバイル通信デバイスにおいて、前記通信チャネルが電子メール・チャ
ネルであり、表示領域に提供される前記リマインダ通知が電子メールの受信に応じたもの
である、モバイル通信デバイス。
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